
「アイヌ（＝ひと）の権利をめざす会」 御中

５月１４日付けの質問状について、次のとおり回答します。

１ 平成１９年に先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択され、我が国

も賛成票を投じたところです。この宣言については、法的拘束力はないも

のの、先住民族に係る政策のあり方の一般的な国際指針とされています。

アイヌ施策推進法については、国連宣言が差別を受けない権利や国民の

理解の促進、先住民族の文化に関する権利などについて規定していること

から、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念、国や地方公共

団体による教育活動、広報活動等の責務等を規定しており、新たに創設さ

れた交付金制度や法律上の特例等の措置により、アイヌ文化の振興や国民

の理解の促進を図ることとしています。

国は、アイヌ施策推進法の制定及び現行の関係法令により、先住民族の

権利に関する国連宣言に示されている国の果たすべき責務については、憲

法等との課題整理を図る必要があるものを除き、おおむね措置できている

との考えを示しています。

なお、先住民族に係る政策のあり方については、国が検討するものと考

えています。

２ 道では、アイヌ文化や歴史についての正しい理解を促進するため、一般

の方々向けに啓発冊子を作成しているほか、ホームページでも周知を図っ

ています。

職員に対しては、新採用職員研修において、北海道の歴史についての研

修の中で、アイヌ文化に関する内容を扱っています。

また、アイヌ民族文化財団では、アイヌの歴史や文化について理解の促

進を図るため、パンフレットを作成し、図書館、博物館、アイヌ関係団体、

主催事業の来場者に配布しているほか、小学生・中学生に向けた副読本を

作成し、道内の小学校４年生、中学２年生の全ての児童・生徒に配布して

おり、教員に対しては副読本に関する指導書を作成し、研修会を開催して

います。

３ 道の各政策における方針や計画等の検討に当たっては、それぞれの分野

での有識者や関係者の意見を伺うほか、パブリックコメントにより、広く

道民の意見を聞くこととしていますので、ご指摘のような場を設けること

は考えていません。

４ 北海道、北海道議会及び北海道ウタリ協会は、昭和６３年、新法の制定

を国に要請しており、その後、平成４年の国連「世界の先住民の国際年」

開幕式典における北海道ウタリ協会野村理事長（当時）の記念演説、平成

１９年の国連宣言、平成２０年の衆参両院での「アイヌ民族を先住民族と

することを求める決議」の採択、平成２１年のアイヌ政策のあり方に関す



る有識者懇談会報告といった国内外での大きな動きの中で、国においては、

様々な検討を進め、平成３１年のアイヌ施策推進法の制定（令和元年施行）

に至ったものと認識しています。

５ 道においては、アイヌの人たちが先住民族であるとの認識を示したアイ

ヌ施策推進法のもと、「理解の促進」、「生活の向上」、「文化の振興」、「地

域、産業及び観光の振興」、「多様な文化との交流の促進」の５つの施策

を柱とする「北海道アイヌ政策推進方策」（令和３年度から令和７年度ま

での５年間）を今年３月に策定し、アイヌの人たちが民族としての誇りを

持って生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図り、も

って全ての道民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現を目指しています。

６ 令和２年１２月１日に「漁業法等の一部を改正する等の法律」が施行さ

れ、都道府県がこれまで海面と内水面に分けて制定していた漁業調整規則

を一本化した漁業調整規則を制定することとされたことから、道は、同日

付けで海面漁業調整規則と内水面漁業調整規則を廃止し、新たに北海道漁

業調整規則を制定しました。

なお、新たな規則の制定に当たっては、説明会などを開催し、周知に努

めてきたところですが、サケの特別採捕の手続きに関しては変更がなかっ

たことから、個別の協議は行っていません。

７ 内水面でのサケの採捕は、水産資源保護法等で禁止されていますが、道

では、アイヌ文化の伝承等を目的とする採捕については、北海道漁業調整

規則により、申請に基づき特別に採捕することを許可しています。

道としては、アイヌ施策推進法第１７条「漁業法及び水産資源保護法に

よる許可についての配慮」の規定に基づき、特別採捕許可の申請事務を簡

素化するなど、今後もアイヌの人たちの負担軽減に取り組んでまいります。

８ 内水面漁業の規制がアイヌ民族の「権利利益を害する行為」にあたるの

ではないかということについては、現在係争中につき、回答は差し控えさ

せていただきます。
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